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１ はじめに 

 本日ここに令和７年度予算のご審議をいただく、第２回津別町議

会定例会の開会にあたり、町政執行に対する所信を述べさせていた

だき、町議会並びに町民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げ

る次第であります。 

基本的姿勢といたしまして「第６次総合計画（令和２年度～令和

１１年度）」が描く、未来の町の姿に到達できるよう着実に町政を推

進することとし、前回の町長選挙で掲げさせていただきました４つ

の公約の実現に向け、一つひとつ為すべきことをなして参る所存で

あります。 

 

２ 公約の推進 

公約の１つ目の「町民の皆さんと協働のまちづくり」についてで

すが、「まちづくり基本条例」制定に向けた仕上げの年度となります。

自治体の最高規範として活きた条例とするべく、策定委員会での議

論を深め、町民との懇談の場を設けながら、令和８年度の施行を目

指して参ります。 

２つ目の「少子化・高齢化社会のまちづくり」についてですが、

まずは少子化対策として、学校給食費１食２００円の定額化と第３

子からの学校給食費無償化について３年度目になります。全員無償

化に向け、ふるさと納税の増額に向けて事業強化を進めて参ります。

また、子どもたちの遊び場である公園における遊具の整備について、
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庁内プロジェクトチームによる全体計画を策定し、具体的な案を示

していきたいと考えています。さらに、障がい者の働く場の確保と

して公的施設の清掃業務、花の管理委託からさらに拡大する検討を

進めて参ります。 

３つ目の「地域経済活性化のまちづくり」についてですが、移住

定住の促進や農家戸数の確保のため、引き続き起業等振興促進事業、

農業新規参入者誘致事業を推進するとともに、町営住宅の見直し等

の住居の確保に向けた事業を行って参ります。また、観光施策とし

て上里地区の一部を阿寒摩周国立公園への編入を目指すとともに、

エコツーリズムの推進を行って参ります。ふるさと納税に関しまし

ては、目標とする額に到達できておりませんが、これまでの取組体

制の見直しを図り、事業者との連携を密にしながら、効果的なＰＲ

や返礼品の拡大と確保を進め、寄附額の大幅な向上を目指して参り

ます。さらに新たな取組としまして、サツドラホールディングスが

東京で展開する、北海道と首都圏をつなぐハブとなる施設

「EZOHUB
エ ゾ ハ ブ

 TOKYO
ト ウ キ ョ ウ

」へ職員を送り込み、津別の持てる資源を首都

圏の企業等にプロモーションし、企業との関係構築を進める事業を

展開していきます。本取組により、企業との交流や誘致、人材交流、

企業版ふるさと納税など、町の困りごと解決を目指して参ります。 

４つ目の「中心市街地活性化のまちづくり」についてですが、コ

ミュニティゾーンの整備が終了したことから、指定管理者を中心に

運営協議会を立ち上げて、施設全体の有効活用を進めて参ります。
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まちなか再生事業基本計画の推進につきましては、持続可能な住み

良い町を目指し、住民の皆様と知恵を出し合い、計画の見直しも含

めた歩みを着実に進めて参ります。 

 

３ 地域振興 

人づくりの推進につきましては、人づくり・まちづくり活動支援

事業により、引き続き町民及び団体の自主的活動を支援して参りま

す。また北海道大学公共政策大学院の学生を中心とした課外活動団

体ＨＡＬＣＣ
ハ ル ク

と津別高校との高大連携事業及び大学生らの独自の取

組に対し、引き続き伴走支援をしながら人材育成を行って参ります。 

花のまちの推進につきましては、町民や来町者への快適な生活環

境や豊かな景観を生み出すためにも、花のまち推進協議会やフラワ

ーマスター連絡協議会等と連携し、花のある街並みを形成して参り

ます。 

指定管理制度により運営している各施設のうち「ランプの宿森つ

べつ」は、新型コロナウイルス感染症の影響が減少するに従い、消

費人口は増加している状況にありますが、資源高や為替市場の円安

等に伴う物価高などの影響が続く中、運営継続とインバウンド観光

客を含めた利用拡大が図られるよう支援を行って参ります。また、

体験交流施設は、本年４月より指定管理者の変更に伴う休業になり

ますが、６月オープンを目指して準備が進められており、新たな名

称と魅力ある新コンセプトによる集客拡大に期待するところであり
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ます。ネイチャーセンターにつきましては、隣接する「ランプの宿

森つべつ」と連携したアクティビティの充実による魅力づくりへの

支援とともに、インバウンド需要の回復と国内需要の掘り起こしの

ためのＰＲを行って参ります。 

観光行政全般といたしましては、町内に点在する観光スポットの

更なる知名度向上と、施設の新たな活用方法の検討に加え、エコツ

ーリズム事業の推進とともに、魅力ある施設の活用方法を準備して

参ります。また、観光協会に対しましては、各種イベントなどでの

主体性の発揮と新たな観光振興策の展開を図るため、運営基盤の安

定に向けた支援と協力を行って参ります。 

また、現在町が要望している上里地区の阿寒摩周国立公園への編

入を見据え、津別峠の雲海や星空、クリンソウ群生地など上里地区

の自然環境の観光資源としての有効利用と保全の両立について検討

して参ります。 

姉妹都市の南アルプス市、友好都市の台湾彰化県二水郷、そして

船橋市との交流につきましては、今後とも行政・団体・子どもたち

を含む町民など、様々な層とのつながりを深め交流の輪を広げて参

ります。なお、二水郷中学生との相互交流事業につきましては、本

年度は二水郷中学生を本町で受け入れる予定としております。本町

の応援団である東京つべつ会につきましては、総会の開催による会

員同士の交流と会員の実態を把握するとともに、役員の方々とも相

談しながら新たな会員の拡大と運営内容の充実を図って参ります。 
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移住、定住対策につきましては、津別に興味を持つ方にとって最

初の相談窓口となっている移住・定住サポートデスクの設置により、

引き続き利用者に寄り添ったサポート業務ときめ細かな対応を図っ

て参ります。また、移住者向け総合サイト「チャレンジ・ツベツ」

を始めとする各情報サイトにおいては、欲しい情報を利用者視点に

立って提供できるよう、サービスの充実に努めて参ります。また、

町内企業への通勤者に対するアンケート調査を実施し、定住のため

の条件を探って参ります。 

北見地域定住自立圏形成協定による取組につきましては、計画期

間が令和９年度まで３年間延長になった「ビジョン構想」に基づき、

今後とも圏域の１市４町が連携協力し、お互いに役割分担を行いな

がら生活機能の確保や地域住民の利便性の向上など、圏域全体の活

性化を図ることを目的として、各分野においてビジョン達成に向け

た具体的な取組を進めて参ります。 

 

４ 行政改革と機構改革 

行政改革につきましては、「津別町行政改革推進計画（令和２年度

～令和１１年度）」に基づき、今後も行政改革推進本部において各取

組の検討、進捗管理を行いながら、地域経済の活性化と持続可能な

行政経営を進めるための計画として推進して参ります。 

機構改革につきましては、絶えず現制度の検証作業を行い、町民

に対するより良いサービス提供のため、組織の活性化を目指して参
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ります。 

また、人事評価制度につきましては、面談を重視し、目標管理型

の改善と充実に努め、職員間の意思疎通により連携を図り、職員自

らが能力を高めながら組織力を高め、住民の期待に応えられる職員

となるよう人材育成に努めて参ります。また、職員のメンタルヘル

ス対策につきましても、職員間のコミュニケーションを重視し、職

員に寄り添った対応を図って参ります。 

 

５ 住民と協働のまちづくり 

各単位自治会や自治会連合会において、役員をはじめ会員の皆様

が、地域における様々な課題の解決と安全安心な共同体づくりのた

め、積極的かつ自主的に活動されていることに対し敬意を表します

とともに、引き続き地域の活動に対し行政の各分野から支援を行っ

て参ります。 

また、地域のコミュニティ活動への支援や経済振興の担い手であ

る地域おこし協力隊につきましては、新たに地域活性化起業人制度

を活用し、株式会社 My ふなばし代表で本町とも縁の深い山﨑健太

朗氏とともに、新規隊員の募集、育成、支援に取り組み、地域課題

の解決や町内での起業・就業の実現、さらに後継者対策や事業承継

の一助となるよう取組を進めて参ります。 

 

６ 安全・安心なまちづくり 
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交通安全につきましては、町民の皆様、交通安全協会とともに交

通安全運動を推進し、交通事故のない地域社会を目指して参ります。 

防犯活動につきましては、防犯協会をはじめとした地域の方々の

見守り活動により、安全で安心な地域づくりが継続されていますこ

とから、今後とも関係機関と連携した取組を継続して参ります。 

災害対策につきましては、小学生や中校生、自治会などを対象と

した出前講座を継続的に行うとともに、昨年度は全町的な防災訓練

として、小学校体育館での避難所設営訓練でテント等の組み立て方

を体験し、避難所の雰囲気を体感することができましたが、今後も

住民の防災意識をより一層高めるため、自治会連合会等と連携した

実践的な訓練等に取り組んで参ります。また、避難行動要支援者名

簿の見直しや個別避難計画の作成、「津別町地域防災計画」に関連す

る各種マニュアル等の見直しについて、関係機関との連携強化や情

報共有を図りながら「事前防災・減災」と「迅速な復旧・復興」に

対応できる取組を推進して参ります。 

 

７ 福祉のまちづくり 

令和３年度から実施しています重層的支援体制整備事業は、既存

の支援機関や地域資源、ノウハウを最大限に活用することにより、

介護・障がい・子ども・生活困窮の隔てなく、本人や世帯が抱える

地域生活課題の解決に資する包括的な相談支援を行うこととして取

組を継続して参ります。 
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令和６年度から始まっている「第９期介護保険事業計画（令和６

年度～令和８年度）」の基本理念である「助け合い見守りで安心して

住み続けられるまちつべつ」の実現に向け取組を続けて参ります。

特に懸案である、介護福祉人材の確保につきましては、引き続き福

祉人材体験セミナーの実施や、外国人介護福祉人材育成支援協議会

への参画により、各事業所の人材確保に対して協力して参ります。

また、特別養護老人ホームいちいの園の建替えにつきましても、現

施設の運営者である社会福祉法人恵和福祉会と綿密に協議を行い、

着工に向けて着実に進められるよう支援して参ります。 

地域福祉につきましては、令和７年度から「第３期津別町地域福

祉計画・第６期津別町地域福祉実践計画」が始まります。基本理念

に「助け合い見守りで安心して住み続けられるまちつべつ」を掲げ、

社会福祉協議会など関係機関との連携により、地域共生社会の実現

に向け取組を推進して参ります。 

高齢者福祉につきましては、高齢夫婦のみの世帯に加えひとり暮

らしの高齢者が増加傾向にあることから、地域で安心して暮らせる

環境づくりのため、引き続き、安否確認の見守りや生活支援サポー

ト事業を含めた生活支援体制の充実強化を、社会福祉協議会等と連

携し進めて参ります。 

障がい者福祉につきましては、「第４期障がい者計画・第７期障が

い福祉計画及び第３期障がい児福祉計画（令和６年度～令和８年

度）」の基本理念である「住み慣れた環境で安心して住み続けられる
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地域へ」の実現に向け、取組を進めて参ります。そのため、相談支

援体制や権利擁護体制など、北見地域基幹相談支援センターや社会

福祉協議会等と連携し、障がい者を取り巻く環境の充実強化に努め

て参ります。 

子育て支援につきましては、こども家庭庁の設置により様々な制

度や施策の充実化や変革が進められており、令和７年度からは「第

３期子ども・子育て支援事業計画（令和７年度～令和１１年度）が

始まります。基本理念である「子どもたちがのびのび成長していく

希望が持てるまちづくり」の実現に向け、様々な支援施策を進める

とともに、令和７年度から市町村において児童福祉及び母子保健に

関して包括的な支援を行う「こども家庭センター」を設置し、支援

の充実に努めて参ります。 

健康づくりにつきましては、引き続き「第３次健康づくり計画（令

和６年度～令和１７年度）」に基づき、生活習慣病の予防をはじめと

する健康の保持増進に努め、健康で元気に暮らせるよう推進して参

ります。 

地域医療につきましては、公的医療機関の役割を担っていただい

ています町内唯一の医療機関である津別病院への支援を継続するこ

とで、地域医療の安定確保をするとともに、施設の老朽化に対する

支援等の協議をより積極的に進めて参ります。 

国民健康保険につきましては、健康づくりの観点からも、関係部

署との連携を図り、重症化予防に取り組み、特定保健指導による医



 10 

療給付費の縮減や医療費適正化事業とともに、特定健診の未受診者

勧奨事業に取り組み、早期発見・健康づくりにより関心を持っても

らうよう引き続き努めて参ります。 

後期高齢者医療保険につきましては、北海道後期高齢者医療広域

連合の構成員として、効率的・効果的な取組を推進し、適切な制度

運営に努めて参ります。 

 介護保険につきましては、高齢者一人ひとりが健康で生きがいを

持ち、充実した豊かな生活が送れるよう「いきいき百歳体操」や「ふ

れあいサロン」など、主体的な介護予防活動や健康づくりを引き続

き支援して参ります。また、在宅で安心して療養できる在宅サービ

スの確保、医療・介護の連携事業の実施、認知症になっても住み慣

れた地域で暮らしていけるよう「チームオレンジ」の活動を始めと

し、支え合いの体制整備や権利擁護の取組など、地域包括ケアシス

テムの充実を図って参ります。今後も地域住民と協働し、支援を必

要とする人を地域で見守り支え合う包括的な支援体制づくりについ

て、関係機関・団体と連携し進めて参ります。 

 

８ 環境に配慮したまちづくり 

ごみ処理につきましては、津別町環境衛生推進協議会等と連携し、

町民、事業者の皆様のご理解とご協力のもと、ごみの分別の徹底と

３Ｒ運動の推進を図ることによりごみの減量化を進めるともに、生

ごみにつきましても引き続き堆肥化により再資源化を推進し、循環
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型社会に向けた取組を進めて参ります。 

「津別町環境基本計画（令和６年度～令和１６年度）」につきまし

ては、環境基本計画推進協議会において基本計画等の関連施策の進

捗を検証し、ＳＤＧｓの精神のもと引き続き環境に配慮したまちづ

くりを進めるとともに、ゼロカーボンシティの実現を図って参りま

す。 

 

９ 産業の振興 

日本経済全体は、一部で足踏みが見られるものの、総じて緩やか

に回復している状況であり、特に旅行や各種イベントの開催等観光

関連の消費が上昇してきていますが、一方において資源高や為替市

場の円安等に伴う物価高、労働力の不足などにより、地域産業は大

きな影響を受けています。このため各種事業者が必要とする事業継

続・事業再構築に向けた支援を行って参ります。 

農業の振興につきましては、関係機関と連携を強め、農業経営体

の経営体質と生産基盤の強化を図るため農業基盤整備を推進すると

ともに、農業経営体を支える営農支援組織の育成を行うなど、効率

的かつ安定的で多様な農業経営の育成及び確保に努めて参ります。

また、ＳＤＧｓの目標の一つである持続可能な農業生産を進めるた

め、環境と調和した農業を推進して参ります。 

農業経営基盤の強化を促進する津別地区国営農地再編整備事業が

令和６年度をもって完了したところですが、引き続き津別１地区道
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営土地改良事業（令和３年度～令和７年度）により農業生産基盤の

整備を行い、農地の大区画化による生産性の向上を推進するととも

に、津別２地区道営土地改良事業（令和４年度～令和１０年度）に

より営農用水の導入を行い、また、農業水路等長寿命化・防災減災

事業（令和５年度～令和７年度）により既存農業用施設の長寿命化

を図り、効率的かつ安定的な農業経営を目指して参ります。 

有害鳥獣対策につきましては、ＪＡ、猟友会、農業者等との連携

の下、鳥獣被害防止総合対策事業を継続実施するほか、猟友会に対

しましては、狩猟免許等取得支援制度補助金により担い手の確保に

取り組んで参ります。 

林業の振興につきましては、林業従事者の減少・高齢化の中で、

労働条件の軽減や施業・生産コストの低減等による生産性の向上や

木材の安定供給を図るため、森林所有者、森林組合及び国有林等の

関係者と連携して参ります。また、丸玉木材株式会社様からの寄附

による丸玉木材森づくり基金を有効に活用し、地域林業の活性化に

努めるとともに、森林環境譲与税を活用した事業の充実を図って参

ります。 

森林バイオマス資源などの活用につきましては、「津別町モデル地

域創生プラン」に基づき整備した「木質バイオマスセンター」の安

定運営のため、引き続き林地未利用材等の有効活用を進めて参りま

す。また、既設の木質バイオマスボイラー及び木質ペレットボイラ

ーへ、地域の未利用資源を再生可能エネルギーとして供給し、「地域
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内エコシステム」の構築を進めるとともに、新たな熱供給事業の展

開に向けた基本計画に基づき、脱炭素・資源循環型のまちづくりを

継続して推進して参ります。 

木質バイオマス熱供給施設の建設については、達美地区に移転を

計画している特別養護老人ホームや周辺老人福祉施設の運営者と供

給する熱利用の可能性と供給方法について協議し、施設の設計業務

を進めて参ります。 

町民の財産である町有林の管理につきましては、「第１５次森林施

業計画（令和６年度～令和１０年度）」を基本に、森林管理認証の基

準に基づき、持続可能な森林経営を推進し、森林の公益的機能の高

度発揮や将来の財産形成と地域材の安定供給に努めて参ります。 

また、町有林における大気中の CO2吸収量をＪ－クレジット制度

に基づきクレジットを創出・販売することで、その収入を町有林の

管理をはじめ、町の林業・林産業施策の推進に還元し、経済性と公

益性に配慮した持続可能な社会の実現に取り組んで参ります。 

さらに、「森林環境譲与税の活用に向けた基本方針（令和６年度～

令和１０年度）」に沿って町内の私有林整備の推進、人材育成・担い

手の確保、木材利用の促進、普及啓発について、関係機関との協議

を行いながら、森林環境譲与税を有効活用して参ります。 

商工業の振興につきましては、商工会が取り組んでいます経営改

善普及事業や各種振興対策事業、さらに経済全体の変化に対応して

いく支援を続けるとともに、起業等振興促進事業をはじめとする各



 14 

種補助制度や融資制度により、町内企業の経営安定化と活性化、さ

らに起業者の支援に努めて参ります。 

また、各産業における人材確保と若者の生活安定のため、町内に

新規に就職して居住する者が返還する奨学金に対する支援事業を継

続するとともに、対象が広がったＵＩＪターン新規就業支援事業を

活用した移住・定住の更なる促進と、創業しやすい環境整備に取り

組んで参ります。 

 

１０ 社会資本の整備 

建築施設や道路、水道や下水道など公共施設全般の管理につきま

しては、「津別町公共施設等総合管理計画（平成２９年度～令和２８

年度）」に基づき、優先順位をつけて老朽化した施設の取壊しを行う

とともに、照明の LED 化も含めた施設の改修や更新を進めて参りま

す。 

町道の改良工事につきましては、共和地区の町道１８７号線、町

道１８８号線の改良工事を行うこととしています。 

舗装補修工事につきましては、「津別町舗装修繕計画（平成３１年

度～令和１０年度）」に基づき順次進めており、本年度は、町道   

３５０号線について補助事業分の工事のほか、町道１０１号線の補

修工事を行うこととしています。また、５年間隔で実施している路

面性状調査を行い、舗装の状態を確認し、必要に応じ舗装修繕計画

を見直すこととしています。 
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歩道の修繕工事につきましては、「津別町歩道修繕計画（令和４年

度～令和１３年度）」に基づき、順次歩道補修を進めており、本年度

は、町道５号線ほか２路線について補修工事を行うこととし、また、

町道２号線につきましては国道と道道間において歩道新設工事を行

うこととして調査測量に着手し、道道側より工事を実施することと

しています。 

橋梁の整備につきましては、「橋梁長寿命化修繕計画（令和５年度

～令和１４年度）」に基づき補修を進めており、本年度は、町道   

３３０号線南郷橋の工事と町道２５６号線豊水橋の補修設計を行う

こととし、このほか５年ごとの橋梁点検につきましては、町道   

２０１号線活汲橋ほか１５橋について実施することとしています。 

道道屈斜路津別線の舗装補修及び道道津別陸別線の線形改良・拡

幅につきましては、早期に整備が進められるよう引き続き要望して

参ります。 

国道２４０号につきましては、釧北峠登坂車線の早期完成と布川

地区のわだち改修について要望して参ります。 

北海道が管理する一級河川網走川の改修につきましては、令和元

年度より共和地区で工事が再開されており、計画区間の早期完成に

ついて引き続き要望して参ります。 

住宅に関しましては、ふるさと定住促進事業による新築助成、中

古住宅購入助成、住宅改修助成を引き続き実施して定住を促進する

とともに、地域経済の活性化につなげて参ります。また、「津別町空



 16 

家等対策計画（令和５年度～令和９年度）」に基づく空家対策に取り

組み、加えて「津別町住生活基本計画」「公営住宅等長寿命化計画」

「耐震改修促進計画」の改定を行い、公営住宅及び町内に点在する

空家に関する施策を総合的かつ計画的に実施して参ります。さらに、

令和４年度から４か年計画で実施しています豊永団地の外壁等改修

工事につきまして引き続き本年度も実施し、適宜内部改修を行いな

がら良質な住環境の整備を進め、目的を終了した公営住宅について

は、随時除却を実施して参ります。 

水道事業につきましては、「より安全で安心な水道水」を供給する

ために昨年度実施設計を行った上里浄水場紫外線滅菌装置設置工事

を実施します。また、令和２年度に策定した「老朽管更新計画」に

基づき、社会的課題となっている水道管更新のための実施設計を行

うとともに、業務の効率化を目指しスマートメータの導入を実施し

て参ります。 

下水道事業につきましては、令和５年度より地方公営企業法を適

用し、企業会計により財政運営を行っていますが、本年度の主な事

業は、「津別町下水道ストックマネジメント計画（令和６年度～令和

１０年度）」に基づき、下水道管理センターの建築改修工事、耐震補

強実施設計及び汚水管カメラ検査を行うこととしています。 

地域公共交通につきましては、「津別町地域公共交通計画（令和６

年度～令和１０年度）」に基づき、まちバスや花バスは、利用者の求

めに応じて見直しを含めた柔軟な対応を行って参ります。また、生
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活に必要不可欠な北見市や美幌町とのバス路線の維持に努めて参り

ます。 

  

１１ 財政運営と各会計の予算規模 

令和７年度の地方財政計画は、歳入における一般財源では、総額

として前年を上回る額が確保され、地方交付税は前年度比１．６％、

２，９０４億円増の１８兆９，５７４億円となり、歳出においても

前年度同様の算定費目が計上されたところです。 

このことを踏まえ、本町の令和７年度予算編成につきましては、

第６次総合計画をはじめ、個別事業計画を推進するとともに、医療・

福祉施策の充実、緊急性と住民要望の高い事業、持続可能なまちづ

くりに向けた計画的な施策とともに、各事業の必要性や費用対効果

などの点検、見直しを並行して取り組み、予算編成を行った結果、

本年度の一般会計予算は、前年度比３３．４％の大幅増である９２

億９千７百万円となりました。これは、国営農地再編整備事業の完

了による地元負担金の一括払いである負担金償還金と、２か年工事

である給食センター施設整備事業が大きな要因となったものです。 

以上により編成しました令和７年度各会計予算は、 

一般会計            ９，２９７，０００千円 

                 （前年度比３３．４％増） 

国民健康保険事業特別会計      ６２６，４００千円 

  （前年度比 ２．８％減） 



 18 

後期高齢者医療事業特別会計     １１０，７００千円 

（前年度比３．３％増） 

介護保険事業特別会計        ６６１，３００千円 

（前年度比 ０．１％増） 

簡易水道事業会計          ５６３，２００千円 

（前年度比６２．８％増） 

下水道事業会計           ６４９，２００千円 

（前年度比２９．４％減） 

合     計        １１，９０７，８００千円 

（前年度比２３．４％増） 

となりました。 

 

１２ 結  び 

 令和７年度予算は、６年目となる「津別町第６次総合計画」や総

合戦略、福祉、障がい者等の各種計画を基本に編成したものであり

ます。特に、第６次総合計画につきましては、総合計画推進委員会

による検証からいただいたご意見やご提言をしっかりと受け止め、

１０年後に目指す津別町の将来像「暮らしたい、魅力あふれるエコ

タウン」に到達できるよう着実に取組を推進して参る所存でありま

す。 

世界情勢はさらに不安定な状況に進んでいる中、新しい米国大統

領の影響が欧米の軸や世界経済に出始め、また、不安定な日本の政
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治状況など、社会的状況は不安ばかりでありますが、そうした中に

おいてもデジタル化社会に応答し、新技術を導入することで、より

町民の皆さんに寄り添うことが不可欠な人的支援の必要な部署への

人員配置を進めていく考えであります。経済的にも政治的にも大き

な変換期により社会構造の変化が起きていますが、その大きな波の

先に向けて、本年度も職員と一丸となり、町づくりに取り組んで参

りますことをお誓いし、令和７年度の町政方針とさせていただきま

す。 

 

 


